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◎議案補充説明 

議案第９７号「三重県都市公園条例の一部を改正する条例案」 

１ 改正理由 

 鈴鹿青少年の森では、一部エリアにおいて都市公園法の規定に基づく公募

設置管理制度（Park-PFI）を活用し、公園施設の整備を進めます。また、民間

資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律（以下、「民間資

金法（PFI法）」）の規定に基づき、事業者が県から支払われるサービス対価や

自らの事業収入で、民間のノウハウを発揮しながら 19年間の運営管理（指定

管理）を行うこととしています。

  このため、今回の改正では、公募対象公園施設を設置する場合における建蔽

率の特例、指定管理者の指定の特例、公募対象公園施設設置等予定者選定委員

会の設置及び特定事業実施事業者選定委員会の設置に係る規定などを整備し

ます。 

２ 改正内容 

（１）公募対象公園施設を設置する場合における建蔽率の特例の規定 

都市公園に公園施設として設けられる建築物の建築面積の総計は、都市

公園法第四条第一項の規定により、当該公園敷地面積の百分の二の建蔽率

を超えることができないため、公募対象公園施設である建設物に限り、都市

公園法施行令第六条第六項の規定により、公園の敷地面積の百分の十を限

度として法第一項の規定により認められる建築面積を超えることができる

よう、建蔽率の特例について規定します。 

（２）指定管理者の指定の特例の規定 

 公募対象公園施設設置等予定者を、当該公募対象公園施設を設置する都

市公園の指定管理者として指定しようとするとき、又は民間資金法（PFI法）

の規定により選定した事業者を当該民間事業者が整備等を行う都市公園の

指定管理者として指定しようとするときは、現行条例で掲げる指定管理者

の指定に係る基準を満たすと認めたものを、議会の議決を経て指定管理者

として指定することができるよう、指定管理者の指定の特例について規定

します。 

（３）公募対象公園施設設置等予定者選定委員会の設置 

公募対象公園施設設置等予定者の選定に関する事項の審査を適正に行う

ため、知事の附属機関として、公募対象公園施設設置等予定者選定委員会を
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設置します。 

（４）特定事業実施事業者選定委員会の設置 

   民間資金法（PFI法）の規定に基づく特定事業実施事業者の選定に関する

事項の審査を適正に行うため、知事の附属機関として、特定事業実施事業者

選定委員会を設置します。 

（５）附属機関への諮問の特例の規定 

県営都市公園と他の公の施設の設置目的又は事業内容が密接に関連する

ため、一の事業者にそれらの整備又は管理を一体的に行わせようとする場

合において、諮問する附属機関が二以上であるときは、当該附属機関のうち、

諮問すべき一の附属機関を決定して諮問することができるよう、附属機関

への諮問の特例について規定します。 

（６）その他 

指定管理者の指定の特例により、指定管理者を指定した時の告示に係る

規定を追加します。 

３ 施行期日 

  公布の日から施行するものとします。 
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【議案第 98号】三重県営住宅条例の一部を改正する条例案について 

１ 改正理由 

 過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法の制定に鑑み、過疎地域

に係る規定を整備するものです。 

２ 改正内容 

 県営住宅の入居資格として、同居親族がいることを条件としていますが、

条例附則第６項において、過疎地域自立促進特別措置法に規定する過疎地域

に立地する県営住宅については、同居親族がいない場合も入居可能となって

います。 

 過疎地域自立促進特別措置法が令和３年３月３１日に失効し、過疎地域の

持続的発展の支援に関する特別措置法が令和３年４月１日に施行されたこと

から、過疎地域に係る規定を「過疎地域自立促進特別措置法」から「過疎地域

の持続的発展の支援に関する特別措置法」に改めます。 

  なお、今回の条例改正による対象となる県営住宅の変更はありません。 

３ 条例の施行期日 

  公布の日から施行します。 
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令和３年版成果レポート（案） 

県土整備部主担当部分抜粋 

（施策の取組） 

施策１１３ 災害に強い県土づくり 

施策３５１ 道路網・港湾整備の推進 

施策３５３ 安全で快適な住まいまちづくり 

（行政運営の取組） 

行政運営７ 公共事業推進の支援 
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施策１１３  

【主担当部局：県土整備部】 

県民の皆さんとめざす姿（令和５年度末での到達目標） 

自然災害からの被害を軽減させる「減災」の観点から、地域の実情をふまえた施設整備や適切な維

持管理が行われ、自然災害への対策が講じられている人家数が増加しています。また、県民の皆さん

の主体的な警戒避難に資する取組が進むとともに、災害発生時に対応できる緊急輸送道路＊等の機能

確保を図ることで、災害に対して安全・安心な県土づくりが進んでいます。 

評価結果をふまえた施策の進展度と判断理由 

進展度 

＊ 

Ａ 

（進んだ） 
判断理由 

全ての指標で令和２年度目標値を達成していることか

ら、「進んだ」と判断しました。 

 

主指標 

目標項目 
令和元年度 ２年度 ３年度 ４年度 ５年度 

現状値 
目標値 
実績値 

目標達成 
状況 

目標値 
実績値 

目標値 
実績値 

目標値 
実績値 

自然災害への
対策が講じら
れている人家
数（累計） 

243,200戸 

1.00 

244,200戸 246,000戸 

242,300戸 243,200戸 

目標項目の説明と令和３年度目標値の考え方 

目標項目 
の説明 

河川、砂防、海岸、治山事業により自然災害から守られる人家数 

３年度目標値 
の考え方 

河川、砂防、海岸、治山事業の事業計画等をふまえて、令和３年度に 1,000戸増加させるこ
とをめざして目標値を設定しました。 

副指標 

目標項目 

令和元年度 ２年度 ３年度 ４年度 ５年度 

現状値 
目標値 
実績値 

目標達成 

状況 
目標値 
実績値 

目標値 
実績値 

目標値 
実績値 

洪水浸水想定区

域図作成河川数

（累計） 

129河川 

1.00 

153河川 210河川 

109河川 142河川 

要配慮者利用施

設、避難所の保

全施設数（累計） 

303施設 

1.00 

307施設 314施設 

302施設 304施設 

Ⅰ－１－２ 治山・治水・海岸保全対策の推進

【＊進展度：Ａ（進んだ）、Ｂ（ある程度進んだ）、Ｃ（あまり進まなかった）、Ｄ（進まなかった）】 

災害に強い県土づくり 
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緊急輸送道路上

の橋梁の耐震補

強進捗率 

86.0％ 

1.00 

90.0％ 93.0％ 

84.0％ 88.2％ 

（単位：百万円） 

令和元年度 令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度 

予算額等 39,662 44,245 72,095 

概算人件費 2,769 

（配置人員） （304人） 

令和２年度の取組概要と成果、残された課題 

① 令和元年東日本台風や令和２年７月豪雨など頻発・激甚化する水害・土砂災害や大規模地震から、

県民の皆さんの生命と財産を守るため、令和２年度が最終年度となる国の「防災・減災、国土強靱

化のための３か年緊急対策」を活用し、河川・海岸・治山・土砂災害防止施設の整備や橋梁の耐震

対策等を進めましたが、対策が必要な箇所はまだ多数存在します。また、社会全体で洪水に備える

「水防災意識社会＊」の再構築を一歩進め、あらゆる関係者が協働して流域全体で行う持続可能な

治水対策である「流域治水＊」への転換が国から示され、令和２年度に全てのダムにおいて事前放

流できる体制を整えました。防災・減災対策の必要性がますます高まっており、さらなる推進が求

められています。

② ソフト対策としては、高潮浸水想定区域図（伊勢湾沿岸）を公表したほか、簡易型河川監視カメラ

を水位周知河川全３８河川（４４箇所）に設置しました。また、洪水浸水想定区域図の作成、土砂

災害警戒区域の指定、土砂災害警戒基準雨量の見直しなどの対策を進めました。これらの対策は、

県民の皆さんがリスクを把握し主体的な避難行動をとるための情報として、継続して取り組むこと

が求められています。また、水位情報や土砂災害危険度情報等の情報発信に取り組むとともに、Ｄ

Ｘ＊の推進による業務のさらなる効率化や安全性の向上が求められています。

③ 河川等の堆積土砂および樹木繁茂により浸水被害等が助長されるおそれがあることから、河川の流

下能力等を回復するため、令和２年度に創設された緊急浚渫推進事業も活用して河川や砂防えん堤

の堆積土砂撤去および樹木伐採を進めました。また、老朽化が進んでいる河川・海岸・治山・土砂

災害防止施設の機能を確保するため、修繕・更新を実施しました。引き続き、適切な維持管理と施

設の老朽化対策が求められています。

④ 南海トラフ地震の発生が懸念されている中、大規模地震発生後の津波・高潮等による浸水被害を軽

減するため、海抜ゼロメートル地帯などにおける河川・海岸堤防や河口部の大型水門、ダム等の耐

震対策を進めました。引き続き、河川管理施設や海岸保全施設等の機能の確保と強化が求められて

います。

⑤ 地震等発災後から発生する緊急輸送を円滑かつ確実に実施するために必要な緊急輸送道路につい

て、橋梁耐震化やのり面の防災対策を重点的に進めました。引き続き、災害対応力の充実・強化に

取り組むことが求められています。

Ⅰ－１－２ 治山・治水・海岸保全対策の推進
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⑥ 令和２年７月豪雨や台風等による山地災害の復旧や、災害を未然に防止するために山地災害危険地

区の整備未着手箇所で治山事業を実施しました。また、土砂流出防止機能が低下した保安林内の森

林整備を進めました。引き続き、山地災害防止に向けて効率的な治山対策を進めていく必要があり

ます。

⑦ 漁港海岸堤防等については、南海トラフ地震や津波・高潮などに対する安全性の確保を図るため、

海岸堤防等の高潮対策および耐震・耐津波対策や長寿命化計画の策定を進めました。引き続き防

災・減災対策の取組を計画的に進めていく必要があります。

・「防災・減災、国土強靭化のための３か年緊急対策」等も活用し、対策を進めた結果、「主指標」に

ついて目標を達成できました。 

令和３年度の取組方向 【県土整備部 次長 森木 忠彦 電話:059-224-2651】 

①「防災・減災、国土強靱化のための５か年加速化対策」を計画的に講じ、防災・減災、国土強靱

化を強力に推進します。 

〇 ②令和元年東日本台風や令和２年７月豪雨など、頻発・激甚化する水害・土砂災害や大規模地震か

ら県民の皆さんの生命と財産を守るため、三重県国土強靱化地域計画に基づき、河川・海岸・土

砂災害防止施設の整備や橋梁の耐震対策等を推進します。河川については、重要度や緊急性の高

い河川を中心に改修を進めるとともに、治水上ネック点となっている橋梁・堰等の河川横断構造

物を重点的に改築することにより、治水安全度の向上を図ります。砂防については、土砂災害防

止施設の整備により要配慮者利用施設、避難所、国道および県道等の保全に取り組みます。海岸

については、高潮・侵食対策による堤防背後住民の生命・財産の保全を進めます。また、河川・

海岸・砂防の国直轄事業や水資源機構が本体工事を進める川上ダムの早期完成を引き続き促進し

ます。鳥羽河内ダムについては、引き続き本体工事の着手に向けた工事用道路の整備を進めます。

また、令和元年および令和２年に被災した公共土木施設の早期復旧に取り組みます。また、社会

全体で洪水に備える「水防災意識社会」の再構築を一歩進め、ダムの事前放流の取組など、あら

ゆる関係者が協働して流域全体で行う持続可能な治水対策である「流域治水」の取組を着実に進

めます。また、防災・減災や、地球温暖化対策などの観点から、グリーンインフラ＊を推進します。 

〇 ③県民の皆さんがリスクを把握し主体的な避難行動に資するソフト対策として、洪水浸水想定区域

図の作成、水位・雨量情報システムの更新、簡易型河川監視カメラの検証、高潮特別警戒水位の

設定などに取り組みます。土砂災害警戒区域等の指定については、令和３年度の早期の完了をめ

ざすとともに、開発等で地形改変などがあった箇所を抽出し、２巡目の基礎調査に取り組みます。

また、危機管理型水位計等の水位情報や土砂災害危険度情報・簡易型河川監視カメラの情報発信、

ドローンの運用強化、ダム施設における遠隔操作の検討着手など、ＤＸの推進に取り組みます。 

④河川等の堆積土砂および樹木繁茂により浸水被害等が助長されるおそれがあることから、関係市

町と共に優先度等を検討し、財政的に有利な事業債である緊急浚渫推進事業を最大限活用して河

川や砂防えん堤の堆積土砂撤去・伐採を積極的に進めるとともに、災害復旧事業や砂利採取制度

の拡充により官民連携の強化も図りながら取り組みます。さらに、治山部局との連携により、土

砂の発生抑制に向けた取組を促進するとともに、市町管理区間の堆積土砂撤去を含めた河川全体

の情報共有を行い、撤去の連携を図ります。老朽化が進んでいる河川・海岸・土砂災害防止施設

については、長寿命化計画に基づく計画的な施設の修繕・更新を行います。また、あわせて定期

点検などにより施設の状態把握に努め、適切な維持管理を行います。
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⑤地震・津波による被害軽減のため、県管理の河川・海岸堤防や河口部の大型水門の耐震対策を進

めるとともに、令和３年度の完成に向けて宮川ダムの洪水吐ゲートの耐震対策を推進します。ま

た、県南部においては短時間で大きな津波に襲われることが想定される海岸堤防を津波に対して

粘り強い構造とする海岸堤防強靱化対策を進めます。

〇 ⑥災害対応力の充実・強化のため、緊急輸送道路等の橋梁耐震化やのり面の防災対策を引き続き進

めます。 

⑦令和２年７月豪雨や台風等による山地災害等の早期復旧に取り組むとともに、土砂流出防止機能

が低下した保安林内の森林整備を進めます。また、山地災害危険地区の施設整備未着手箇所で治

山事業を実施し、災害の未然防止を進めるとともに、長寿命化計画に基づき老朽化した治山施設

の機能回復を図るため、改修等を実施します。

⑧漁港海岸堤防等については、海岸堤防等の高潮対策および耐震・耐津波対策を計画的に実施する

とともに、長寿命化計画に基づき適切な機能維持に取り組み、大規模地震や津波・高潮などに対

する安全性の確保を図ります。

＊「○」のついた項目は、令和３年度に特に注力するポイントを示しています。 
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施策３５１  

【主担当部局：県土整備部】 

県民の皆さんとめざす姿（令和５年度末での到達目標） 

東海環状自動車道や近畿自動車道紀勢線など高規格幹線道路＊の整備が進み、幹線道路やこれらにア

クセスする道路等の整備、道路・港湾施設等の適切な維持管理に取り組むことで、県民の皆さんの安

全・安心が高まるとともに、地域間の交流・連携が広がり、地域の経済活動が活性化しています。 

評価結果をふまえた施策の進展度と判断理由 

進展度 

＊ 

Ａ 

（進んだ） 
判断理由 

全ての指標で令和２年度目標値を達成していることか

ら、「進んだ」と判断しました。 

 

主指標 

目標項目 
令和元年度 ２年度 ３年度 ４年度 ５年度 

現状値 
目標値 
実績値 

目標達成 
状況 

目標値 
実績値 

目標値 
実績値 

目標値 
実績値 

県民生活の安
全性・利便性の
向上や地域の
経済活動等を
支援する道路
の新規供用延
長（累計） 

7.4km 

1.00 

20.0km 29.6km 

－ 7.5km 

目標項目の説明と令和３年度目標値の考え方 

目標項目 
の説明 

高規格幹線道路、直轄国道およびこれらと一体となった県管理道路の新規供用延長 

３年度目標値 
の考え方 

令和３年の「三重とこわか国体」「三重とこわか大会」の開催に向け、県内外の交流・連携
を広げる道路ネットワークを形成するとともに、県民生活の安全性・利便性の向上をめざし
て、令和３年度までに 20.0km 新規供用することを目標値として設定しました。 

副指標 

目標項目 

令和元年度 ２年度 ３年度 ４年度 ５年度 

現状値 
目標値 
実績値 

目標達成 

状況 
目標値 
実績値 

目標値 
実績値 

目標値 
実績値 

橋梁の修繕 

完了率 

100％ 

1.00 

100％ 100％ 

100％ 100％ 

県管理港湾に

おける岸壁等

の更新実施延

長（累計） 

280m 

1.00 

340m 470m 

240m 280m 

Ⅰ－１－２ 治山・治水・海岸保全対策の推進

【＊進展度：Ａ（進んだ）、Ｂ（ある程度進んだ）、Ｃ（あまり進まなかった）、Ｄ（進まなかった）】 

道路網・港湾整備の推進 
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（単位：百万円） 

令和元年度 令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度 

予算額等 30,305 31,743 51,466 

概算人件費 2,988 

（配置人員） （328人） 

令和２年度の取組概要と成果、残された課題 

①令和３年度に開催される「三重とこわか国体」「三重とこわか大会」および「第９回太平洋・島サ

ミット」に向け、県内外からの来場者の安全性・利便性の向上を図るため道路整備を進めるととも

に、快適かつ安全な移動を確保するため道路の適切な維持管理に努めていく必要があります。

②近年、デジタル技術や情報通信基盤の技術革新が進展するなか、道路の維持管理を取り巻く環境は

大きく変化してきています。道路交通の円滑化、安全・安心の確保、維持管理業務の効率化等を図

るため、交通状況や路面状況のモニタリング等に IＣＴやＡＩなどの先端技術を活用していく必要

があることから、道路交通モニタリングとして観光地周辺やＩＣ付近にＡＩカメラを設置し、交通

量の計測を開始しました。引き続き、システムの改善や維持管理業務での活用などについて、検討

を進める必要があります。

③量的な道路整備が一定程度図られつつある中、自動車を中心とする交通円滑化や交通安全の推進だ

けでなく、地域の活性化や新たな生活様式の実現に向けた道路空間の再構築も進めていく必要があ

ります。県都の顔となる津駅において、駅周辺の道路空間の再編を図るため、「津駅周辺道路空間検

討会」を設立し、経済界や交通事業者等へのヒアリングを実施しながら、活性化や防災等さまざま

な視点から検討を行い、県民の皆様からのご意見を参考に基本的な方向性をとりまとめました。今

後は、整備方針の検討等をさらに進めていく必要があります。

④近い将来に発生が懸念される南海トラフ地震等の大規模自然災害への備えなど、県民の皆さんの安

全・安心を支えるとともに、地域の経済活動や国内外からの集客・交流等を支える基盤として、幹

線道路網の整備促進に重点的に取り組んできました。令和２年度には、紀勢自動車道の暫定２車線

区間の４車線化について、勢和多気 JCTから大宮大台 ICまでの区間約 10.9㎞が事業着手区間に決

定されるとともに、直轄国道では、未事業化区間であった鈴鹿四日市道路が新規事業化されました。

また、これまで都市計画決定に向け取り組んできた鈴鹿亀山道路は、令和３年２月に都市計画の告

示を行いました。引き続き、整備促進を図るため、高規格幹線道路および直轄国道の開通見通しの

早期公表や早期整備の必要性について、関係市町や地域住民、地元民間企業等と一体となって国等

に要望していく必要があります。

⑤地域から高速道路ネットワークへのアクセスの向上を図るとともに、自然災害時の避難に資する県

管理道路の整備を推進しています。また、地域ニーズにきめ細かに応えるため、待避所の設置など

柔軟な対応を織り交ぜながら整備を推進しています。しかし、頻発する自然災害への備えや歩行者

の安全確保など多くの課題が残されています。引き続き、高規格幹線道路や直轄国道の整備効果を

最大限に生かす道路ネットワークの形成を図るとともに防災、安全に資する県管理道路の整備と、

地域ニーズへの的確な対応に向けた県管理道路の整備を推進する必要があります。

Ⅰ－１－２ 治山・治水・海岸保全対策の推進

11



⑥通行時の安全性・快適性の確保に向け道路施設のサービス水準を継続的に維持していくため、点

検・診断・措置・記録のメンテナンスサイクル＊を確立し、計画的な修繕・更新を実施しており、

区画線については平成 29 年度調査で判明した剥離度Ⅳ（極めて剥離の進んだ）約 1,400km の引き

直しを完了させました。また、未就学児の安全確保を図るため、令和元年の点検で判明した箇所の

対策を実施しました。

道路利用者が安全かつ安心して通行するためには、すべての道路管理者が連携してメンテナンスサ

イクルを継続的かつ確実に回していく必要があることから、今後も、計画的な修繕を進めるととも

に、通学児童や未就学児の安全確保を図る必要があります。

⑦県管理港湾について、利用者の安全性や港湾の機能を確保するため、老朽化した施設を補修すると

ともに、大規模地震時の緊急物資輸送ルートの機能を確保するため、臨港道路の橋梁の耐震対策を

進めました。港湾は地域経済を支え、防災拠点としての役割を果たす必要があることから、引き続

き、計画的かつ効率的な補修に取り組むとともに、緊急物資輸送ルートの機能を確保するための臨

港道路橋梁の耐震化を進める必要があります。

・高規格幹線道路、直轄国道の整備促進や県管理道路の整備に着実に取り組んだ結果、「主指標」に

ついて目標を達成できました。 

令和３年度の取組方向 【県土整備部 次長 関 泰弘 電話:059-224-2651】 

〇 ①「防災・減災、国土強靱化のための５か年加速化対策」を計画的に講じ、防災・減災、国土強靱

化を強力に推進します。 

〇 ②「三重とこわか国体」「三重とこわか大会」における会場へのアクセスルートとして期待される国

道 42号熊野尾鷲道路（Ⅱ期）（L=5.4km）および県道館町通線（御側橋）や県道上野大山田線他２

路線（L=2.1km）の供用をめざします。また、両大会に向けた維持管理についても、快適かつ安全

な移動を確保するため、関係機関と連携・協議のうえ、舗装修繕や路面標示・除草など必要な対

策を実施します。 

③平常時はもとより感染症や災害の発生時においても、的確に情報発信等ができるよう、ＡＩカメ

ラで計測した道路交通量データを公表するとともに、官民連携による道の駅等へのデジタルサイ

ネージの整備を検討します。また、道路等施設の状況を遠隔で把握し、迅速に適切な管理を行う

ことができるよう、スマートフォン等を活用したシステム等を構築していきます。さらに、加速

する社会のデジタル化の動きをふまえ、路面標示の劣化状況の判定など、ＡＩ技術の導入に向け

た課題や実用化等について県警等と共に検討し、管理の高度化、省力化をめざします。加えて、

道路インフラ側から自動運転を支援する手法等について、先進事例を参考に検討していきます。

④津駅周辺において、地域を豊かにする歩行者中心の道路空間の構築や民間と連携した新たな交通

結節点づくりを推進するため、とりまとめた基本的な方向性をもとに、道路空間の整備方針や事

業計画等の具体化に向けた検討を津市と協働して進めます。また、このプロジェクトをモデルと

した道路空間の有効活用等について、県内各地への波及を検討します。
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⑤産業活動や観光交流の拡大に伴い増加する交通需要への対応や交通渋滞の解消、成長力を強化す

る物流ネットワークの強化、地域のさらなる安全・安心の向上をめざし、新名神高速道路（６車

線化）、東海環状自動車道、紀勢自動車道（４車線化）、近畿自動車道紀勢線等の高規格幹線道路

や、北勢バイパス、中勢バイパス、鈴鹿四日市道路等の直轄国道の整備促進に向けた取組を推進

します。具体的な取組として、沿線への企業進出件数などのストック効果の発現状況や観光集客

への波及効果など、道路整備が確実に地域の生産性向上や地方創生に資することを示すなど、地

域住民や企業等と連携し、国等に働きかけます。また、県内外の交流・連携を広げる道路ネット

ワークの形成をめざし、鈴鹿亀山道路、名神名阪連絡道路の事業化に向け、国等と連携して調査・

検討を進めます。

⑥高規格幹線道路や直轄国道の整備効果を最大限に生かす道路ネットワークの形成や緊急輸送道路

等の整備を図るとともに、地域ニーズへの的確な対応に向けて、待避所の整備など早期に効果を

発現できる柔軟な対応を織り交ぜながら、計画的かつ効果的・効率的な県管理道路の整備を推進

するため、県道津久居線（久居工区）、県道伊勢大宮線（野添工区）等の供用をめざします。

〇 ⑦道路利用者等が安全・安心・快適に利用できるよう、橋梁等道路施設について、計画的な点検、

効果的な修繕を行うとともに、剥離が進んでいる区画線の引き直しを計画的に実施するなど、適

切な維持管理を進めます。また、道路施設の老朽化対策等を可視化する「維持管理の見える化」

の取組を進めます。さらに、通学児童等の安全確保を図るための対策や、太平洋岸自転車道のサ

イクリング環境創出など、道路施設の機能向上を図ります。加えて、新たな価値の創出につなが

るよう道路空間の利活用の促進について検討します。 

⑧港湾施設が将来にわたり必要な機能を十分発揮するよう、点検・補修等の維持管理を実施すると

ともに、津松阪港（大口地区、新堀地区）、宇治山田港および鵜殿港において老朽化対策を進めま

す。また、緊急物資輸送ルートの機能を確保するため、長島港において臨港道路橋梁（江ノ浦大

橋）の耐震対策を進めます。

＊「○」のついた項目は、令和３年度に特に注力するポイントを示しています。 
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施策３５３  

【主担当部局：県土整備部】 

県民の皆さんとめざす姿（令和５年度末での到達目標） 

新都市計画区域マスタープラン＊に示す都市計画の目標や方針に沿って人口減少・超高齢社会に対

応した集約型都市構造＊の形成（コンパクトなまちづくり）が進んでいます。また、都市基盤の整備

や、地域の個性を生かした景観形成、住環境の整備、建築物の安全性確保の取組が進むことにより、

誰もが魅力を感じ、安全で快適な住まいまちづくりが進んでいます。 

評価結果をふまえた施策の進展度と判断理由 

進展度 

＊ 

Ｂ 

（ある程度進んだ） 
判断理由 

主指標の目標値は達成したものの、副指標については目

標値に達していない項目があることから、「ある程度進ん

だ」と判断しました。 

 

主指標 

目標項目 
令和元年度 ２年度 ３年度 ４年度 ５年度 

現状値 
目標値 
実績値 

目標達成 
状況 

目標値 
実績値 

目標値 
実績値 

目標値 
実績値 

新都市計画区
域マスタープ
ランの内容に
沿って都市計
画決定（変更）
が行われた都
市計画区域の
数（累計） 

1区域 

1.00 

３区域 ７区域 

－ １区域 

目標項目の説明と令和３年度目標値の考え方 

目標項目 
の説明 

改定後の新都市計画区域マスタープランで示された土地利用規制（区域区分）の基本方針お
よび土地利用（用途地域、地域地区）や都市施設などに関する都市計画の決定方針に沿って
都市計画決定（変更）を行った都市計画区域の数 

３年度目標値 
の考え方 

改定後の新都市計画区域マスタープランで示された方針が、着実にまちづくりに反映される
ことをめざし、令和３年度に新たに２区域において都市計画決定（変更）することを目標値
として設定しました。 

副指標 

目標項目 

令和元年度 ２年度 ３年度 ４年度 ５年度 

現状値 
目標値 
実績値 

目標達成 

状況 
目標値 
実績値 

目標値 
実績値 

目標値 
実績値 

街路における歩

道整備および電

線共同溝整備の

合計延長（累計） 

－ 

－ 

300ｍ 1,290ｍ 

－ － 

県営および市町

営住宅の長寿命

化工事達成割合 

22.8％ 

0.90 

48.6％ 100％ 

－ 20.5％ 

Ⅰ－１－２ 治山・治水・海岸保全対策の推進

【＊進展度：Ａ（進んだ）、Ｂ（ある程度進んだ）、Ｃ（あまり進まなかった）、Ｄ（進まなかった）】 

安全で快適な住まいまちづくり 
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（単位：百万円） 

令和元年度 令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度 

予算額等 3,885 2,952 4,386 

概算人件費 1,038 

（配置人員） （114人） 

令和２年度の取組概要と成果、残された課題 

① 人口減少・超高齢社会に対応した持続可能性が高い集約型都市構造の形成に向けて、都市計画の

目標や主要な都市計画の決定方針等を示す都市計画区域マスタープランを、県内すべての都市計

画区域において改定しました。改定後の新都市計画区域マスタープランの内容に沿って都市計画

の変更を行うとともに、街路における通学路等の安全対策や緊急輸送道路となっている区間の電

線共同溝工事に着手するなど、都市基盤の整備を進めました。引き続き、持続可能性の高い集約

型都市構造の実現とともに、発生が懸念される南海トラフ地震等の大規模災害に対応したまちづ

くりに向けて、都市計画の策定や都市基盤の整備が求められています。また、鳥羽市の景観計画

の策定を支援するなど、良好な景観づくりに向けた取組を進めました。地域の個性豊かで魅力あ

る景観を生かしたまちづくりを推進するため、引き続き、市町が主体となった景観づくりの取組

や、地域の景観特性に配慮した公共事業等の推進が求められています。

② 県営住宅の長寿命化工事に取り組むとともに、入居者が減少していることから、子育て世帯の優

先枠の設定や単身入居が可能な住戸の拡大等の取組を行いました。新型コロナウイルス感染症の

影響により離職された方には県営住宅への一時入居を認めたほか、家賃の減免を行いました。ま

た、民間住宅については、空き家対策を実施する市町への支援とともに、高齢者等の住宅確保要

配慮者に対する取組のほか、耐久性等を備えた長期優良住宅の認定を行いました。引き続き、人

口減少に伴い増え続ける空き家問題への対処や住宅確保要配慮者への支援などが求められていま

す。

③ 建築物の安全性確保に向けて、特定行政庁の市と連携し、適法な建築物の建築や適正な既存建築

物の維持保全のための取組を進めました。また、良質な宅地水準や立地の適正性を確保するため、

開発許可制度の適確な運用に取り組みました。引き続き、建築基準法や都市計画法等に基づく許

認可や指導・助言等により、安全・安心な建築物、宅地の確保を図ることが求められています。

・「主指標」については、新都市計画区域マスタープランの内容に沿って北勢都市計画区域と大安都

市計画区域をいなべ都市計画区域に統合する都市計画変更を行い、令和２年度の目標を達成できま

した。  

・「副指標」の「県営および市町営住宅の長寿命化工事達成割合」については、市町営住宅での工事

が予定どおり実施できなかったことから、目標を達成できませんでした。今後も、引き続き、公営

住宅の長寿命化工事が計画通り実施できるよう取り組む必要があります。 

Ⅰ－１－２ 治山・治水・海岸保全対策の推進
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令和３年度の取組方向 【県土整備部 次長 古澤 忠士 電話:059-224-2651】 

①「防災・減災、国土強靱化のための５か年加速化対策」を計画的に講じ、防災・減災、国土強靱

化を強力に推進します。

〇 ②人口減少・超高齢社会等に対応したまちづくりの形成に向けて、令和２年度に策定した新都市計

画区域マスタープランに沿った都市計画の策定を進めます。また、街路における通学路等の安全

対策や緊急輸送道路となっている区間の電線類の地中化等による都市基盤の整備を進めます。県

営都市公園においては、新型コロナウイルス感染症の影響のもと普及が見込まれるワーケーショ

ン＊への対応や利用状況を把握するためのＡＩカメラの導入検討、Ｐａｒｋ－ＰＦＩの手法を用

いた新たな賑わいづくりのための整備を進めます。さらに、市町の景観づくりに向けた取組の支

援、屋外広告物の設置の適正化や安全対策の充実等により、地域の個性を生かした良好な景観ま

ちづくりの取組を進めます。 

〇 ③三重県公営住宅等長寿命化計画＊に基づき県営住宅の長寿命化工事に取り組むとともに、市町営

住宅の長寿命化工事が計画通り実施できるよう、市町に対して技術的助言等の支援を行います。

また、県営住宅について、需要が多い高齢者世帯や子育て世帯向けの住戸を増やすなど、入居者

の増加を図ります。民間住宅については、老朽空き家の除却や活用可能な空き家の改修など市町

が実施する空き家対策への支援を強化するとともに、住宅確保要配慮者向け民間賃貸住宅の普及

促進や相談会の開催など居住支援の取組を進めるほか、長期優良住宅の認定等を適確に実施しま

す。 

④建築基準法に基づき、新築建築物等に対して確認審査や完了検査等を適確に実施するとともに、

不特定多数の者が利用する既存建築物に対して定期調査報告の内容を確認し、必要な改善指導を

行うなど、適正な建築物の維持保全の促進に取り組みます。また、良質な宅地水準や立地の適正

性を確保するため、都市計画法に基づき開発許可申請の審査や開発工事の完了検査を適確に実施

します。

⑤コロナ禍の中、「みんな」が安心して公園を利用し、いつでも効果的に運動できるよう、県営都

市公園内における既存の公園遊具や休憩施設に抗菌加工を実施するとともに、健康遊具のない県

営都市公園内に健康遊具を備えた健康増進エリアを設置します。（みんつく予算）

＊「○」のついた項目は、令和３年度に特に注力するポイントを示しています。 
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行政運営７  

【主担当部局：県土整備部】 

めざす姿（令和５年度末での到達目標） 

公共事業の実施プロセスの公正性・透明性を確保し、事業を適正かつ着実に実施することにより、

公共事業の成果が県民の皆さんに届き、公共事業への信頼感が向上しています。 

評価結果をふまえた施策の進展度と判断理由 

進展度 

＊ 

Ｂ 

（ある程度進んだ） 
判断理由 

副指標は目標値を達成したものの、主指標については目

標値に達していないことから「ある程度進んだ」と判断

しました。 

 

主指標 

目標項目 
令和元年度 ２年度 ３年度 ４年度 ５年度 

現状値 
目標値 
実績値 

目標達成 
状況 

目標値 
実績値 

目標値 
実績値 

目標値 
実績値 

公共事業の 
適正化率 

100％ 

0.97 

100％ 100％ 

100％ 97.2％ 

目標項目の説明と令和３年度目標値の考え方 

目標項目 
の説明 

「三重県公共事業評価審査委員会」と「三重県入札等監視委員会」の調査審議において適正
とされた割合の平均値 

３年度目標値 
の考え方 

公共事業は、実施プロセスの公正性・透明性を確保するとともに、事業を適正に実施するこ
とが必要不可欠であることから、目標値を 100%としました。 

副指標 

目標項目 

令和元年度 ２年度 ３年度 ４年度 ５年度 

現状値 
目標値 
実績値 

目標達成 

状況 
目標値 
実績値 

目標値 
実績値 

目標値 
実績値 

公共事業の平

準化率 

80.0％ 

1.00 

80.0％ 80.0％ 

75.0％ 
（30年度） 

80.0％

入札参加者の

地域・社会貢献

度 

85.0％ 

1.00 

86.0％ 88.0％ 

84.0％ 87.4％ 

Ⅰ－１－２ 治山・治水・海岸保全対策の推進

【＊進展度：Ａ（進んだ）、Ｂ（ある程度進んだ）、Ｃ（あまり進まなかった）、Ｄ（進まなかった）】 

公共事業推進の支援 
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（単位：百万円） 

令和元年度 令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度 

予算額等 4,466 4,532 4,508 

概算人件費 1,512 

（配置人員） （166人） 

令和２年度の取組概要と成果、残された課題 

①公共事業評価については、「三重県公共事業評価審査委員会」の調査審議を受け、再評価・事後評

価対象事業全てについて評価が妥当であると認められました。引き続き、公共事業の効率性および

その実施過程の透明性を確保していく必要があります。

②入札契約制度については、「三重県入札等監視委員会」の調査審議を受け、対象案件１８件のうち

工事の入札１件について、予定価格に違算があったことから意見具申があり、再発防止策を策定し

ました。他の対象案件１７件については適正と認められました。引き続き、適正な入札制度の運用

に努め、公共事業を取り巻く状況の変化に対応した制度の改善等に取り組む必要があります。

③地域の建設業が、地域の安全・安心や雇用の確保などの役割を将来にわたって果たせるよう「第三

次三重県建設産業活性化プラン」に基づき、担い手確保や労働環境改善の取組として週休二日制工

事の試行拡大、生産性向上への取組として施工時期の平準化やＩＣＴ活用工事の試行拡大などを進

めました。引き続き、これらの取組を進める必要があります。

④電子調達システムなどの安定運用を図るとともに、設計積算システムの更新業務に着手しました。

引き続き、電子調達システムなどの安定運用を図るとともに、新たな設計積算システムの令和３年

度中の運用開始に向けて更新業務を進める必要があります。

⑤新型コロナウイルス感染症の拡大防止に向け、工事現場や事業所における感染予防対策の周知徹底

を行うとともに、受注者から申出のあった工事一時中止や工期延長などについて適切に対応しまし

た。引き続き、同感染症対策を講じるとともに、建設工事等のデジタル化・スマート化を進め、非

接触・リモート型の働き方への転換等を図る必要があります。

⑥県発注の公共工事の受注者に対する不当要求等の根絶に向け、不当要求などが発生した場合の体制

等の整備を進めるとともに、警察や建設業界などと連携した組織の設置等について準備を進めまし

た。引き続き、不当要求等の根絶に向け、取り組む必要があります。

・「主指標」については、「三重県入札等監視委員会」において１件の工事で意見具申があったため、

目標を達成できませんでした。 

今後も引き続き公共事業の実施プロセスの公正性・透明性を確保するとともに、事業を適正に実施

するよう取り組む必要があります。 

Ⅰ－１－２ 治山・治水・海岸保全対策の推進
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令和３年度の取組方向 【県土整備部 副部長 佐竹 元宏 電話:059-224-2651】 

①「三重県公共事業評価審査委員会」の調査審議を受け、公共事業を取り巻く状況の変化に対応し

た事業の評価を行い、適正な執行に取り組みます。

②「三重県入札等監視委員会」の調査審議を受け、公共工事の公正性・透明性を確保しつつ、公共

事業を取り巻く状況の変化に対応するための入札契約制度の改善、適正な運用に取り組みます。

また、令和２年度に策定した再発防止策については、検証を行いながら必要に応じて改善するな

ど適切に運用していきます。

〇 ③地域の建設業が未来に存続し、その役割を果たせるよう、「第三次三重県建設産業活性化プラン」

に基づき、担い手確保や労働環境改善の取組として週休二日制工事の試行拡大、生産性向上への

取組として施工時期の平準化およびＩＣＴ活用工事による i-Constructionの推進、ＢＩМ／ＣＩ

Мの導入などの各種取組を進めるとともに、これらの取組を引き続き市町へ要請します。 

④公共事業の適正な執行のために、電子調達システムや設計積算システムなどの安定運用を図りま

す。また、新たな設計積算システムへの更新により、業務を効率化できるよう、現システムでは

手作業で行っていた積算を自動化・省力化する機能や、積算基準の改定に迅速に対応する機能を

付加し、令和３年度中の運用開始をめざします。

〇 ⑤コロナ禍においても遅滞なく社会資本の整備・維持管理を進めるため、対面での接触を回避しな

がら移動時間等の削減が可能となる、ウェアラブルカメラやタブレット等を使用した遠隔臨場や

Ｗｅｂ会議等の活用など、データとデジタル技術を活用し、ＤＸ＊の推進に取り組みます。 

〇 ⑥警察や建設業界等と連携した協議会を設置し、県発注公共工事の受注者に対する不当要求等の根

絶に向けた対策を実施していきます。また、対策については適宜改善するとともに、定期的に検

証し継続実施に向けた取組を行っていきます。 

＊「○」のついた項目は、令和３年度に特に注力するポイントを示しています。 
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主指標 公共事業の適正化率 

（指標の算出方法） 

公共事業の適正化率（％）＝（ ① ＋ ② ）／２ 

① 公共事業の実施プロセスの公正性・
透明性を示す指標として、「三重県
公共事業評価審査委員会」で審議さ
れた事業のうち、適正と評価された
事業の割合（％）

② 事業が適正に行われていることを
示す指標として、「三重県入札等監
視委員会」で審議された入札のう
ち、適正とされた入札の割合（％） 

  

三重県公共事業評価審査委員会で 
再評価４事業、事後評価１事業の 
計５事業の審議を行うこととしています。 

三重県入札等監視委員会は四半期毎の 
年４回開催し各回委員抽出による４件を審
議、計１６件の入札を審議する予定として
います。 

５／５＝１００％ １６／１６＝１００％ 

  

三重県公共事業評価審査委員会で 
再評価１４事業、事後評価２事業の 
計１６事業の審議を行い、すべての事業に
ついて適正と評価されました。 

三重県入札等監視委員会で 
１８件※１の入札の審議を行い、 
１７件※２が適正と認められました。 

※１ 令和２年度に開催した５回の委員会で、 
委員抽出案件１７件、入札参加者からの 
苦情申立をうけ審議を行ったもの１件。 

※２ 苦情申立の審議について意見具申があったため。 

１６／１６＝１００％ １７／１８＝９４．４％ 

副指標 公共事業の平準化率 
（指標の考え方） 
工事量の偏り（閑散期と繁忙期）を解消し、年間を通した工事量が安定することで長時間労働の是正
や現場の処遇改善、生産性の向上に資すると考えられることから設定。 

平準化率（％）＝（４～６月の平均稼働金額）／（年間平均稼働金額）

副指標 入札参加者の地域・社会貢献度 

（指標の考え方） 
地域・社会に貢献できる建設企業を育成することは、公共事業への信頼感が向上することから設定。 

地域・社会貢献度（％）＝総合評価方式における地域・社会貢献に関する評価項目（８項目※３）の
取組実績の平均取得率 

【令和２年度実績値】（１００％＋９４．４％）／２＝９７．２％ 

【令和３年度目標値】８０％ 
※現状値（平成３０年度実績：７５％）を上回ることを目標として設定 

【令和３年度目標値】８６％ 
※現状値（令和元年度実績：８４％）から、近年の取組状況をふまえて、 

毎年度１％ずつ向上するものとして設定

※３ 地域貢献３項目（地域維持型、美化活動、災害協定） 
社会貢献５項目（次世代育成、男女共同参画、環境マネジメント、障がい者雇用、人権取組） 

【令和３年度目標値】（１００％＋１００％）／２＝１００％ 

補足資料 行政運営７ 公共事業推進の支援
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平成30年 3月30日 道路法改正（重要物流道路の創設）

平成30年 6月 新広域道路交通ビジョン・計画の策定に着手

約20年間

平成31年4月1日 重要物流道路指定（供用中・事業中区間）
指定延長：35,118ｋｍ（県内指定延長：744ｋｍ）

平成 6年 2月 広域道路整備基本計画

重要物流道路の追加指定（国土交通大臣）

令和 3年 2月25日 中部地方幹線道路協議会（三重県地区会議）の開催

令和 3年 3月 8日 三重県版 新広域道路交通ビジョン・計画の策定

三重県新広域道路交通ビジョン・計画の策定について

令和 3年6月23日 三重県議会定例会 防災県土整備企業常任委員会
三重県版新広域道路交通ビジョン・計画の公表

２ これまでの経緯と今後の予定

平成６年に広域道路整備基本計画が策定され、約20年間見直しが行われて
いないことに加え、平成30年３月の道路法の改正により、国土交通大臣が物
流上重要な道路輸送網を指定する「重要物流道路制度」が創設され、これを
契機に広域道路ネットワークを見直すことになりました。
重要物流道路は、新たな国土構造の形成、グローバル化、国土強靱化等の

新たな社会・経済の要請に応える広域道路ネットワークを検討した上で、効
果的に指定されることになります。
このため、各都道府県において、新たな広域道路交通ビジョン・計画を策

定することとなり、本県においても、令和３年３月に「三重県新広域道路交
通ビジョン・計画」を策定し、令和３年６月23日に公表するものです。

１ 概要
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三重県新広域道路交通ビジョンの概要
１.現状や課題および施策（みえ県民力ビジョン・第三次行動計画（令和2年4月）から抽出）

２.広域的な道路交通の課題（三重県総合交通ビジョン（平成27年3月）から抽出） ３.広域的な道路交通の基本方針（三重県総合交通ビジョン（平成27年3月）から抽出）

１．県民の日常生活を支える交通に対する課題
（１）観光地および施設周辺での局地的な渋滞の解消

（２）県内道路の整備

２．交流や経済活動を支える交通に対する課題
（１）地域間道路交通ネットワークの機能の確保

（２）広域交通結節点へのアクセス交通の確保

（３）ミッシングリンクやボトルネックの解消

（４）総合港湾としての四日市港の機能強化

３．安全・安心な交通に対する課題
（１）安全・安心な移動の実現

（２）災害に強い交通施設の整備の推進

（３）命を支える道路の整備

【広域道路ネットワーク】

（１）県民の日常生活を支える渋滞緩和のための道路ネットワークの強化

（２）県内外との交流・連携を支える都市間ネットワークの強化

（３）産業集積地域における経済活動を支える物流ネットワークの強化

（４）観光周遊や観光誘客のための主要な観光地を連絡するネットワーク

の強化

（５）県民の皆さんの安全・安心のためのネットワークの強化

【交通・防災拠点】

（１）広域交通結節点の機能強化

（２）リニア中央新幹線県内中間駅へのアクセス強化

（３）安全・安心を高めるための防災拠点の機能強化

【ＩＣＴ交通マネジメント】

（１）次世代を見据えた交通基盤の整備４．次世代を支える交通に対する課題
（１）新たな交通技術や情報通信技術を活用した交通のあり方検討

○交通安全対策の一層の推進

○地域の活力の向上

○強じんで多様な産業構造の構築
○観光産業の高付加価値化と受入れ環境の整備
○安心と活力を生み出す基盤の整備

①防災・減災対策を進める体制づくり

⑥南部地域の活性化
⑦東紀州地域の活性化

⑨Society5.0時代の産業の創出

⑩戦略的な企業誘致の推進と県内再投資

⑪世界から選ばれる三重の観光

⑬道路網・港湾整備の推進
⑭安心を支える未来につなげる公共交通の充実
⑮安全で快適な住まいまちづくり

【施 策】【現状や課題】
○防災・減災体制の強化と災害対応力の充実・強化

○地球温暖化の「緩和」と回避・軽減する「適応」の取組 ②災害に強い県土づくり

③交通事故ゼロをめざす安全なまちづくり
④環境への負荷が少ない持続可能な社会づくり
⑤市町との連携による地域活性化

⑧ものづくり・成⾧産業の振興

⑫国際展開の推進

の促進
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〇県内建設就業人口の減少が深刻（若者の建設業離れと就業者の高齢化）
〇60歳以上の建設従事者は全体の３割弱を占めており、１０年後にはその大半が引退することが見込まれる。
〇建設業の高卒就業者（全国）は、その約５割弱が３年後に離職している。

建設業の担い手確保について

現 状

出典：総務省「国勢調査」

少子高齢化によって生産労働人口が減少していく中、建設業の担い手を確保するには、求人活動の促進は
もとより、建設業の労働環境改善（特に若者や女性が活躍しやすい環境整備）、建設現場の生産性向上な
どの働き方改革が急務となっている。
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出典：三重県「毎月勤労統計調査」

②労働時間

入
職
・
定
着
へ
の
取
組

・週休２日制工事の
推進

・施工時期の平準化
・ICT活用工事の促進

・最新の実勢価格を
設計労務単価へ迅速
に反映

・建設キャリアアップ
システム（CCUS）
の活用等

・現場見学会
・出前授業
・女性技術者と
女子学生の交流会など

休日の確保 ⾧時間労働是正 処遇改善魅力発信

出典：「厚生労働省」就労条件総合調査

＜＜若年就業者の主な離職理由＞＞
①自分がやりたい仕事とは異なる内容だったため
②休日・休暇・労働時間の条件が悪かった
③賃金の条件が良くなかったため
④キャリアアップするため

入職・定着しない原因

（生産性の向上）

しっかりと建設業の魅力を発信出来るようSNSを活用するとともに、コロナ禍におい
ても参加者の分散などにより三密を回避しながら感染防止対策を徹底し、
「現場見学会」「出前授業」「女性技術者と女子学生の交流会」などを開催します。

令和3年度
魅力発信の取組

367時間

出典：独立行政法人 労働政策研究・研修機構
第２回若年者の能力開発と職場への定着に関する調査

・建設業のやりがいや
魅力が伝わっていない。

・入職前のイメージと実際の
業務とのギャップがある。

①建設業への理解
建設業への理解不足による
ミスマッチ。

・適切な賃金水準の
確保が必要。

・キャリアアップを
していく制度が無い。

③④技能労働者の処遇
身に着けた能力や経験に
応じた処遇が無い。

②休日の状況
完全週休二日の導入率は
全産業に比べ１０％以上低い。

県内建設業の年間総実労働時間
は全産業に比べ年間３００時間
以上多い。
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建設業 魅力発信事例

事例② 事業効果PR看板

事例③ HP・Twitter事例① 現場見学会

ダムで洪水が
防げるんだ！

ドローン操作説明

地元中学生

小学校屋内運動場
建築現場見学
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